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民 法 Chapter 17

 

 留置権に関する次の記述のうち、⺠法の規定及び判例に照らし、妥当
なものはどれか。 

１ ＡがＢに対しＡ所有の⼟地を売却し引き渡した後、ＡがＣに対し
ても当該⼟地を売却しＣが先に登記を備えた場合、Ｂは、Ａに対す
る損害賠償請求権に基づく留置権を主張して、Ｃからの当該⼟地の
明渡請求を拒むことができない。 

２ Ａ所有の⼟地をＢがＣに売却し引き渡した場合において、ＣがＡ
から返還請求を受けたときは、Ｃは、Ｂに対する履⾏不能による損
害賠償請求権に基づく留置権を主張して、Ａからの請求を拒むこと
ができる。 

３ Ａ・Ｂ間の賃貸借契約が解除された後に、賃借⼈Ｂが建物の占有
権原がないことを知りながら不法に占有している場合に、当該建物
につき有益費を⽀出したときは、Ｂは、有益費償還請求権に基づく
留置権を主張して、Ａからの建物明渡請求を拒むことができる。 

４ Ａ所有の⼟地につきＢとの間で譲渡担保契約がなされた場合にお
いて、Ｂが譲渡担保権の実⾏として当該⼟地をＣに対して譲渡した
ときは、Ａは、Ｂに対する清算⾦⽀払請求権に基づく留置権を主張
して、Ｃからの明渡請求を拒むことができない。 

５ Ａ・Ｂ間の建物賃貸借契約が適法に終了した場合、賃借⼈Ｂは、
原則として、敷⾦返還請求権に基づく留置権を主張して、賃貸⼈Ａ
からの当該建物の明渡請求を拒むことができる。 
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正解 

5１ ［留置権］留置権に関する判例 

 

１ 妥当である 

 判例は、不動産の⼆重売買において、第２の買主のため所有権移転登
記がされた場合、第１の買主は、第２の買主の当該不動産の所有権に基
づく明渡請求に対し、売買契約不履⾏に基づく損害賠償債権をもって、
留置権を主張することは許されないとしている（最判昭43.11.21）。 

２ 妥当でない 

 判例は、他⼈物売買における買主は、その所有権を移転すべき売主の
債務の履⾏不能による損害賠償債権をもって、所有者の⽬的物返還請求
に対し、留置権を主張することは許されないとしている（最判昭51.
６.17）。 

３ 妥当でない 

 判例は、建物の賃貸借契約が解除された後、当該建物を占有すべき権
原のないことを知りながら不法にこれを占有していた場合において、当
該建物につき⽀出した有益費の償還請求権を有するとしても、⺠法295
条２項の類推適⽤により、占有者は本件建物につき、当該請求権に基づ
く留置権を主張することができないとしている（最判昭46.７.16）。 

４ 妥当でない 

 判例は、不動産を⽬的とする譲渡担保権が設定されている場合におい
て、譲渡担保権者が譲渡担保権の実⾏として⽬的不動産を第三者に譲渡
したときは、譲渡担保権設定者は、当該第三者⼜は同⼈からさらに当該
不動産の譲渡を受けた者からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する
清算⾦⽀払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができると
している（最判平９.４.11）。 
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５ 妥当でない 

 判例は、家屋明渡債務と敷⾦返還債務とは、特別の約定のない限り、
同時履⾏の関係に⽴つものではないとしている（最判昭49.９.２）。す
なわち、賃借⼈の家屋明渡義務は賃貸借契約終了時に⽣じ、敷⾦返還請
求権は賃貸借契約終了後家屋明渡義務の履⾏までに賃貸⼈が取得するこ
とのある⼀切の債権を控除した残額について発⽣する（⺠法622条の２
参照）。したがって、建物明渡前に敷⾦返還請求権は発⽣しておらず、
これに基づいて留置権を⾏使することはできない。 

 以上により、妥当なものは肢１であり、正解は１となる。 


